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第１章 目指すべき職員像 

１ 人材の基本理念 

２ 求められる人材像 

コンプライアンス （高い倫理観と責任感を維持し向上させる人材）

フロンティア精神 （前例にとらわれず挑戦する人材）

パートナーシップ （多様な主体との連携・協働に取り組む人材）

「市民と行政を結ぶ 市民から信頼される新潟市職員」 



 

３ 職員に求められる能力（各階層に求められる能力） 

図表１:職員に求められる能力（階層別に求められる能力） 

求められる主な能力 

主

事 

副

主

査 

主

査 

係

長 
課
長
補
佐 

課

長 

部

次

長 

部

長 

戦略構想力 目標・方針設定         

事業提案・選定         

資源活用力         

組織行動力 組織支援～統率力         

情報共有力         

人材育成力         

職場活性化         

コミュニケーシ

ョン能力 

対話～渉外力         

説明力         

業務遂行能力 理解～決断力         

業務管理力         

危機管理力         

段取り力         

創意工夫         

知識         

正確性         

市民視点         

自己開発力 服務規律         

責任感         

自己開発力         

(組織支援力)           (統率力) 

(係目標)  (組織目標)    (方針) 

(事業提案)    (事業選定・評価) 

(資源活用力) 

(情報共有力) 

(上司・部下・同僚 双方向の人材育成) 

(職場活性化) 

(対話力)     (交渉・調整力)    (渉外力) 

(簡潔・正確)        (説明責任) 

(理解力)      (判断力)      (決断力) 

(業務管理力) 

(危機管理力) 

(段 取 り 力) 

(創 意 工 夫) 

(知 識) 

(正 確 性 ) 

(市 民 視 点) 

(服 務 規 律) 

(責 任 感 ) 

(自己開発力) 



 

図表２:目指すべき職員像（求められる人材像・能力・人材育成体系図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民と行政を結ぶ 市民から信頼される新潟市職員 

人材の 基本理 念 

＜コンプライアンス＞ 

 
 

＜フロンティア精神＞ 

 
 

＜パートナーシップ＞ 

 
 

高い倫理観と責任感を 

維持し向上させる人材 

前例にとらわれず 

挑戦する人材 

多様な主体との 

連携・協働に取り組む人材 

求められる人材像 

＜コミュニケーション力＞ 

 
 
 
 
 

＜戦略構想力＞ 

 
 
 
 
 

＜組織行動力＞ 

 
 
 
 
 

◇目標・方針設定力 

◇事業提案・選定力 

◇資源活用力 

 

など 

◇組織統率力 

◇組織支援力 

◇情報共有力 

◇人材育成力 

◇職場活性化力    など 

◇対話力 

◇交渉・調整力 

◇渉外力 

◇説明力 

など 

◇理解・判断・決断力 

◇業務管理力 

◇危機管理力 

◇段取り力 

◇創意工夫 

◇正確性 

◇市民視点      など 

＜業務遂行能力＞ 

 
 
 
 
 

＜自己管理力＞ 

 
 
 
 
 

◇服務規律 

◇責任感 

◇自己開発力 

 

 

 

など 

求めら れる能力 

人材育成の取り組み（自己開発・職場内研修・職場外研修・人事諸制度） 



 

第２章 人材育成の取り組み方 

１ 人材育成の取り組み方針 

 方針１ 自ら取り組む  

 方針２ 組織全体で取り組む 

 

２ 人材育成の基本的手法 

（１）自己開発 



 

（２）職場内研修（ＯＪＴ） 

（３）職場外研修（ＯＦＦ－ＪＴ） 



 

（４）人事諸制度 

図表３:人材育成の基本的手法の連携イメージ図 

＜人事諸制度＞ 

  

◇個々の職員の強みを活かした 

キャリア形成を促す 

成 ⾧ 

  

＜自己開発＞ 

◇自身のレベルに応じた自発的 

な能力開発 

◇地域活動への参画 

◇適切なフィードバック 
＜職場内研修＞ 

（OJT） 

◇個々の職員の状況に応じ 

  た細やかな指導 

＜職場外研修＞ 
（OFF-JT） 

◇基本的な資質や能力の向上 

◇業務遂行に必要な専門的知 

識や視点の習得 



 

３ 成⾧確認手段 ～人事評価制度～ 

図表４:人事評価制度 

日ごろの 

振り返り 

人事評価制度 
現状の能力や成⾧度合いを確認しさらなる成⾧へと繋げる手段 

効果的な 

助言・指導 

日ごろの 

状況把握 

 本人の気づき（強み・改善点） 

 成⾧の実感 

 部下の能力把握（強み・改善点） 

 業務遂行状況の把握 

  
上 司 

成 ⾧ 

職 員  
 



 

第３章 人材育成を推進するための体制 ～責務と役割～ 

図表５:職員の能力発揮のイメージ

１ 職員一人ひとりの責務 

意 欲 
(モチベーション) 

 能力・知識  心身の健康状態 × ×  職員の能力発揮 



 

２ 管理監督者の責務 

３ 人材育成部門の役割 

４ 人事部門の役割 



 

図表６:人材育成の推進体制 

 

職 員 新規採用職員 

選任 選任 

連携 連携 

【各 職 場】 

【人材育成推進会議】 

人材育成推進会議幹事会 

・８区役所のうち代表区の総務課⾧ 

・教育委員会、水道局、市民病院の各総務課⾧ 

・消防局企画人事課⾧ 

・人事委員会事務局次⾧ 

➡ 人材育成実施計画の進行管理の具体的な検討など 

 

座 ⾧ 
総務部⾧（職員研修所⾧） 

➡ 人材育成推進会議を総括 

人材育成推進会議 
各部主管課の所属⾧ 

 ➡ 人材育成に関する情報共有 

 ➡ 職場研修の推進 

 ➡ 人材育成実施計画の進行管理 

※部主管課の所属⾧が部を代表して出席し、各部内の課担当の 

所属⾧（人材育成推進委員）へ伝達 

職場研修担当者 
課⾧補佐（原則） 

 ➡ 職場研修の実施 

新規採用職員育成担当者 
新採職員と同じ係の職員（原則） 

 ➡ 新採職員の指導・育成 

 ➡ 新採職員の精神的サポートなど 

人材育成推進委員 
課相当の所属⾧ 

➡ 各職場における職場研修の企画・運営責任者 

➡ 職場研修担当者の選任 

事務局 

職員研修所 

(人事課人材育成室) 

係 ⾧ 



 

５ 基本的な業務・制度を所管する所属の役割 

６ 各所属の連携 

（１）同一部内・区内での連携 

（２）部・区の枠組みにとらわれない連携 
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